
神戸市市民福祉調査委員会 介護保険専門分科会 企画・調査部会 

2024 年度第１回「総合事業サービスワーキンググループ」次第 

 

 

１ 日 時 2025 年２月７日（金）午前 10 時 00 分 ～ 午前 11 時 30 分 

 

２ 場 所 神戸市役所１号館８階 大会議室 

 

３ 次 第 

（1）開 会 

（2）定足数の確認 

（3）座長の選任 

（4）議事 

  ① 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況報告 

 ② 総合事業ガイドラインの一部改正について 

 ③ ケアマネジメントの更なる簡素化について 

 （5）閉 会 

 
〈配布資料〉 
資料１． 神戸市が行う総合事業のサービス 
資料２． 神戸市介護保険制度の実施状況 
資料３． 通所サービスの利用者負担の見直し 

資料４． 総合事業ガイドラインの一部改正について 
資料５． ケアマネジメントの更なる簡素化について 

 
参考資料１．神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 

「総合事業サービスワーキンググループ」委員名簿 
参考資料２．神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱 
参考資料３．神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 

ワーキンググループ設置要綱 
参考資料４．前回（2022 年度第２回）議事録 
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介護予防・日常生活支援総合事業
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名称
実施
方法

内容 利用者負担 利用者数
事業所

（団体）数

介護予防
訪問サービス
（従前の訪問介護相当）

指定
従来の介護予防訪問介護と同様

ヘルパーにより、身体介護と掃除・
買物などの生活援助を提供

利用頻度
によって

令和6年9月
約7,850名

令和6年9月
558

生活支援
訪問サービス

（訪問型サービス・活動Ａ）

指定
従事者の資格要件を緩和し、市の
定める研修を修了した方等により、
掃除・買物などの生活援助を提供

介護予防
訪問サービス

の8割

令和6年9月
約2,350名

（全体の約23%）

令和6年9月
303

住民主体

訪問サービス
（訪問型サービス・活動Ｂ）

補助
ＮＰＯ法人等の有償ボランティアに
よる、掃除・買物などの生活援助

サービス提供
者が設定

令和6年10月
59人

令和6年10月
6団体

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

名称
実施
方法

内容 利用者負担 利用者数
事業所

（箇所）数

介護予防
通所サービス
（従前の通所介護相当）

指定 従来の介護予防通所介護と同様
利用頻度に

よって
令和6年9月
約12,500名

令和6年9月
437

フレイル改善
通所サービス

（通所型サービス・活動Ｃ）

委託
フレイル改善のための栄養（食・口
腔）、運動、社会参加をバランスよく
取り入れたプログラムを提供

1回200円
（月800円）

令和6年12月
149名

令和6年12月
34箇所

一
般
介
護
予
防
事
業

名称 内容 実績

地域拠点型一般
介 護 予 防 事 業

地域福祉センター、集会所等で週1回2.5～4時間、体操やレクリエー
ション、給食、専門職による介護予防講座等、様々なメニューを提供

令和6年4月1日時点
88ヶ所で実施

つ ど い の 場
支 援 事 業

月一回以上、通年開催などの要件を満たす通いの場を運営する団
体に対して、場所代などの運営費の一部を補助

令和6年12月１日
263箇所決定

フ レ イ ル 予 防
支 援 事 業

集団で行う簡易なフレイルチェックや、フレイル予防のための栄養
（食・口腔）、運動、社会参加についてのアドバイスを行う
１回90分以上

令和6年度(12月末時点)
計66回実施、
763人（実人数）

Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シ ニ ア
元気ポイント事業

高齢者施設において高齢者施設等で掃除、洗濯物の整理などの活
動を行った高齢者に、ポイントを交付し、換金を行う

令和６年12月末現在
登録者数 3,458人
参加施設数 380施設

要支援１・２
の方が利用

神戸市が行う総合事業のサービス
資料１





































介護予防通所サービスにおける短時間利用の区分新設 

１ 概要 

介護予防通所サービス（要支援者、事業対象者が利用する通所型サービス）の報酬区分に

ついて、利用者が使いやすい体系となるよう見直しを行います。 

 

２ 改正内容 

【改正前】サービス利用時間にかかわらず、利用頻度による月額での報酬区分。 

   ↓ 

【改正後】サービス利用時間が「３時間未満」の報酬区分を新設する。 

※実施時期は 2025（令和７）年４月、 

事業者への周知は 2024（令和６）年７月に事業所説明会を実施（動画配信）。 

 

 区分 対象者 報酬単価 
利用者負担月額 

(１割負担を想定） 

現行 － 

事業対象者・要支援１・２ 

（週１回程度） 
1,798 1,896 円 

要支援２（週２回程度） 3,621 3,817 円 

改正後 

３時間

以上 

事業対象者・要支援１・２ 

（週１回程度） 
1,798 1,896 円 

要支援２（週２回程度） 3,621 3,817 円 

３時間

未満 

事業対象者・要支援１・２ 

（週１回程度） 
1,528 1,611 円（△285 円） 

要支援２（週２回程度） 3,078 3,245 円（△572 円） 

※地域単価 10.54 円 

 

３ 対象者 ※2024（令和６）年９月末時点 

利用者数：約 12,500 名 

指定事業所数：437 事業所 

 

４ その他 

上記の見直しとあわせて、事業所の書類負担軽減として、「介護予防通所サービス 目標

設定・実績評価レポート」を今年度末で廃止する。 

 
資料３－１ 



神戸市 介護予防・ 日常生活支援総合事業
介護予防通所サービス 事業者説明会

（ 令和 年７月 動画配信）2024( 6)

1

 
資料３－２ 



概

要

・現在、介護予防通所サービスは、１日利用
であっても短時間の利用であっても同じ料
金単価です。

・サービス内容に応じた利用者負担を目的と
して、利用時間が３時間未満の利用者につい
て、料金単価を新設します。

・ 2025(令和7)年4月1日 施行
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報
酬
単
位

区分 対象者（ 利用者） 報酬単価 利用者負担月額
１ 割負担を想定）(

現行 －

事業対象者・要支援１・２
（週１回程度）

1,798 1,896円

要支援２（週2回程度） 3,621 3,817円

改正後

３時間
以上

事業対象者・要支援１・２
（週１回程度）

1,798 1,896円

要支援２（週2回程度） 3,621 3,817円

３時間
未満

事業対象者・要支援１・２
（週１回程度）

1,528 1,611円（△285円）

要支援２（週2回程度） 3,078 3,245円（△572円）

・改正後は、下記の料金単価となります。
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報
酬
単
位

事業対象者・ 要支援１ ・ 要支援２
（ 週１回程度）

要支援２ （ 週２回程度）

サービスコード A6 1311・1411※要支援２のみ A6 1312

サービス内容略称 通所型独自サービス/311･411 通所型独自サービス/312

単位数 1,528単位 3,078単位

算定単位 １月につき（包括報酬） １月につき（包括報酬）

その他
・予防給付の基準を基本
・各種加算・減算は適用
・送迎なしの場合は送迎減算を適用

・予防給付の基準を基本
・各種加算・減算は適用
・送迎なしの場合は送迎減算を適用

・利用時間が３時間未満の利用者について、
下記のサービスコードとなります。
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そ
の
他

・書類負担軽減として、「介護予防通所サー
ビスに関する目標設定・実績評価レポート」
について、今年度（2024年度）提出分をもっ
て廃止します。

・「サービス利用時間」には、送迎に要する時
間は含まれない。
→兵庫県「通所介護の手引き」参照
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施行までのスケジュ ール

① 事業所説明会 ②質問受付・ 回答 ③ 施行

・ 本動画の視聴 ・ ご不明な点は、 受付
期間に質問受付フ ォ ー
ムより お問い合わせく
ださ い。

・ 集約後、 回答は神戸
市ホームページで共有
し ます。

・ 2025(令和7)年4月1
日 施行

・ 2025(令和7)年4月
提供分より

・ サービスコ ード 表は
2025年3月頃に公表予
定。

＜質問受付期間＞
本動画公開

～８ 月30日( 金) まで
※通常業務に支障を来た
し ますので、 電話でのお
問い合わせには対応でき
ません
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総合事業ガイドラインの
一部改正について

資料４

1



１．介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則等の法令改正関係

２．「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」・
「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針」の改正関係

３．「介護予防･日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」を踏まえた改正
介護予防･日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理を踏まえ、
１及び２に加えて以下の点を反映。

（１）総合事業のうち補助･助成等による実施の場合に居宅要支援被保険者等以外の利用者が
いる場合の対象経費の計算方法の見直し

（２）高齢者の選択を支援する目標指向型の介護予防ケアマネジメントの明確化
（３）生活支援体制整備事業における「住⺠参画・官⺠連携推進事業」の新設
（４）事業評価の留意事項の更新

４．各事業における事業内容の変更
上記のほか、以下の事業において事業内容の変更を反映。

（１）認知症総合支援事業のうち、認知症地域支援・ケア向上事業の拡充
（２）任意事業の家族介護支援事業のうち、介護用品の支給にかかる第９期取扱いの反映
（３）任意事業のその他の事業の地域自立生活支援事業のうち、高齢者の安心な住まいの

確保に資する事業について、詳細を別に定める通知に記載する方式に変更

介護保険最新情報vol.1299
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第１ 総合事業の実施に関する総則的な事項 （ガイドラインＰ１）
１ 事業の目的・考え方

（１） 総合事業の趣旨
○ 団塊の世代が75 歳以上となる令和７(2025)年以降、少子化を背景として生産年齢人口（現役世
代）は減少し、医療・介護の専門職の担い手の確保は困難となる一方で、介護ニーズの高い85 歳
以上人口は令和17（2035）年頃まで一貫して増加し、介護保険法（以下「法」という。）第115 
条の45 第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）や介護
サービスによる支援を必要とする高齢者は増加していく。加えて、単身高齢者世帯や高齢者夫婦
のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されるなか、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域
で暮らし続けることができるようにするため、市町村（特別区、一部事務組合、広域連合等を含
む。以下同じ。）が中心となって、介護だけではなく、医療や予防、生活支援、住まいが包括的
に確保される地域包括ケアシステムの一層の推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地
域共生社会の実現を図っていくことが重要である。
○ 総合事業は、認知症や障害の有無にかかわらず、地域に暮らす全ての高齢者が、自立した日常
生活を送ること、また、そのための活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立
場から、市町村が中心となって、地域住⺠や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み
合わせて実施することにより、地域の高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目
的としている。
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２ 総合事業を構成する各事業の内容及び対象者 （ガイドラインＰ９）
（総合事業の全体像）
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第２ サービス・活動の類型 （ガイドラインＰ17）
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（訪問型サービス）
○ 多様な訪問型サービスとして想定される事業については、次のようなものも想定される。これらはいずれ
も従前相当サービスとは異なる事業形態が想定されるものであり、人員基準について、訪問介護員等やサー
ビス提供責任者等の専門職あるいはそれに類する者の配置は想定されないが、市町村は、支援者に対し、本
人のできることを阻害せず、その選択を重視するという利用者とのかかわり方や総合事業の基本的な考え方
について必要な研修を行うことが望ましい。
活動例

・地域住⺠が担い手となって活動することができる活動
・高齢者の生活支援のための掃除、買い物等の一部の支援を行う活動
・通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援

（通所型サービス）
○ 多様な通所型サービスとして想定される事業については、次のようなものも想定される。これらはいずれ
も従前相当サービスとは異なる事業形態が想定されるものであり、人員基準について、生活相談員、看護職
員、機能訓練指導員等の専門職あるいはそれに類する者の配置は想定されないが、市町村は、支援者に対し、
本人のできることを阻害せず、その選択を重視するという利用者とのかかわり方や総合事業の基本的な考え
方について必要な研修を行うほか、活動実施時に利用者が急変した時等の対応について適切に定めること。
活動例

・地域住⺠が担い手となって活動することができる活動
・セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣づけのための活動
・高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動
・住⺠や地域の多様な主体相互の協力で行う⼊浴・⾷事等の支援

8



神⼾市 介護予防ケアマネジメントの
更なる簡素化について

資料５－１
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１．介護予防･日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の内容を踏まえ、介護予防
ケアマネジメントについて、地域包括支援センターの計画に策定に係る業務負担軽減の視点も踏
まえつつ、医療・介護専門職の適切なかかわりあいのもとで「高齢者の選択」を適切に支援する
観点から、
・介護予防ケアマネジメント計画の策定が法令等において必須である場合を整理するとともに、
・介護予防ケアマネジメント計画の策定業務以外の、介護予防ケアマネジメントに含まれる業務
範囲を明確化。

２．全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するために健康保険法等の一部を改正する法律
（令和５年法律第31号）による改正後の介護保険法（平成９年法律第123号）の施行により指定介

護予防支援事業者の指定について、新たに指定居宅介護支援事業者が指定を受けて実施できるこ
とに伴い生じる指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの行き来に関する対応についての
対応例を記載。

３．その他用語の定義や文言の修正等

介護保険最新情報vol.1299



|  0 2介護保険最新情報vol.1299

介護予防ケアマネジメント関連の改正 概要①
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介護予防ケアマネジメント関連の改正 概要②



|  0 4

 令和6年度実施内容〜利⽤者の更なる⾃⽴支援と従事者の負担軽減を⽬指し簡素化を実施〜
①モニタリングの方法、頻度の変更

テ レ ビ 電 話 の 活 用 や 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 簡 易 型 の 頻 度 減
②サービス担当者会議の負担軽減

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 簡 易 型 の サ ー ビ ス 継 続 の 場 合 は 必 要 に 応 じ て 開 催 可
③帳票類の見直し
（ 利 用 者 基 本 情 報 、 フ レ イ ル 改 善 通 所 サ ー ビ ス 利 用 者 の ケ ア プ ラ ン 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 従 事 者 の 届 出 等 ）

 令和７年度実施内容（案）〜高齢者のセルフマネジメント⼒向上のための取り組み実施〜
①セルフマネジメントの推進

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 簡 易 型 の 一 部 （ フ レ イ ル 改 善 通 所 サ ー ビ ス の み 利 用 者 ） や 、 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト セ ル フ 型 に
お い て 、 ケ ア プ ラ ン 作 成 者 が マ イ ケ ア プ ラ ン を 作 成 す る の で は な く 、 高 齢 者 自 身 が 作 成 す る K O B E ア ク テ ィ ブ
シ ニ ア 目 標 シ ー ト （ 仮 ） を 活 用 。

②アセスメント様式の簡素化
目 標 シ ー ト を 活 用 す る 場 合 の ア セ ス メ ン ト は 、 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト を 活 用 し 、 利 用 者 の 心 身 状 態 の 把 握 に
努 め る 。

③モニタリングの見直し
ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 簡 易 型 に つ い て 、 利 用 者 の 状 況 に 合 わ せ た 柔 軟 な 訪 問 の タ イ ミ ン グ を 検 討

神⼾市 介護予防ケアマネジメントの簡素化について
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ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
課
題
分
析
）

専門職によるサービ
ス(従前相当サービ
ス)⼜は利⽤期間
の設定が必要

多様なサービス・
活動の利⽤が
ふさわしい場合

総合事業以外の
活動への参加が
ふさわしい場合

利⽤終了後の地域活動等への
参加支援が必要な場合

アセスメント等･利⽤調整や活動の場への訪問・活動主体への助⾔などの継続的な参加⽀援

ケアマネジメ
ン ト

従来型

計画原案の
作成

サー ビ ス担当
者会議

原案の修
正 ・交付 ﾓ ﾆ ﾀ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ･ 評価

介 護 予 防 訪 問 サ ー ビ ス
介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス

（ 重 度 ）

ケアマネジメ
ン ト

セル フ型

計画作成は
不要

事業者との
連携で可

利⽤者への
説明で可

住⺠主体訪問
サー ビ ス 等

ケアマネジメ
ン ト

簡易型
計画作成は

不要
事業者との
連携で可

利⽤者への
説明で可

定期的な活動状
況の把握等

フ レ イ ル 改 善 通所 サ ー ビ ス

【簡易型の一部とセルフ型】
基本チェックリスト

活⽤

※マイ・ケアプランは不要→KOBEアクティブシニア⽬標シートを利⽤

ケアマネジメ
ン ト

簡易型

生 活 支 援 訪 問 サ ー ビ ス
介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス

（ 軽 度 ）

計画原案の
作成

サー ビ ス担当
者会議

原案の修
正 ・交付 ﾓ ﾆ ﾀ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ･ 評価

神⼾市 介護予防ケアマネジメントの変更内容
（総合事業ガイドライン改正資料 改変）

活動の場への訪問や事
業実施者への助言を と お
し た継続的な参加支援







≪介護予防ケアマネジメント類型≫ 

 

※１ 自立度は、要支援者の場合、要支援認定等の主治医意見書の判定を採用するが、アセスメント時、利用者の状態が主治医意見書の

状態と異なる場合や、事業対象者については、自立度の基準に基づいて介護予防ケアプラン作成者が判定を行う。 

※２ 事業対象者で通所サービスを利用する場合は、健康状態確認シートを使用し、サービス利用に関して医師の意見を求める。 

※３ フレイル改善通所サービスのみ利用の場合は国保連による代理受領委任制度が使えないため、基本的には委託不可。 

※４ サービス利用後の支援内容や評価内容は、支援経過記録に記載。 

※5 住民主体訪問サービスのみを利用する場合は、「総合事業の対象者の弾力化」により、要介護者となってもセンターが担当。 

類型 介護予防支援 
ケアマネジメント 

従来型  

ケアマネジメント 

簡易型  

ケアマネジメント 

セルフ型 

対象者 要支援者 要支援者・事業対象者（※2） 

サービス 

種別 

予防給付サービス 

 

介護予防訪問看護・ 

介護予防福祉用具貸与・介

護予防通所リハビリテー

ション 等 

介護予防訪問サービス 

 

 

介護予防通所サービス 

(※重度) 

※認知症高齢者の日常生

活自立度Ⅱ以上、または

障害高齢者の日常生活自

立度Ａ以上 

生活支援訪問 

サービス 

 

介護予防通所 

サービス(※軽度) 

※認知症高齢者の日

常生活自立度が自立

または I 、かつ障害

高齢者の日常生活自

立度が自立またはＪ 

フレイル改善 

通所サービス 

 

住民主体訪問 

サービス（※5） 

 

（一般介護 

予防事業） 

ケアマネジ

メント採用

基準 

サービスを組み合わせる場合、よりきめ細やかに関わるケアマネジメントを採用する。 

例）介護予防訪問サービスとフレイル改善通所サービスを利用する場合⇒「ケアマネジメント従来型」 

実施機関 指定介護予防支援事業所 あんしんすこやかセンター 

一部委託 
可能 

（※3）フレイル改善通所サービスのみ利用するケースは委託不可 
不可 

アセスメン

トシート 
必須 基本チェックリ

ストを活用 

基本チェックリ

ストを活用 

ケアプラン

様式 
マイ・ケアプラン（介護予防サービス・支援計画表）１・２表 目標シート活用 目標シート活用 

ケアプラン

期間 
最長１年間 － － 

サービス 

担当者会議 
必要 

初回は必要 

以降は必要時 

不要 不要 

モニタリング 毎月 ３月に１度 適宜 不要 

評価表   必要 不要（※4） 不要 

報酬 

○基本報酬 

442 単位 

○初回加算 

300 単位  

○委託連携加算 

300 単位 

○基本報酬 

442 単位 

○初回加算 

300 単位 

○委託連携加算 

300 単位 

○基本報酬 

 353 単位 

○初回加算 

 300 単位 

○委託連携加算 

 300 単位 

○基本報酬 

 221 単位  

○初回加算 

 300 単位  

報酬の算定 ケアプラン期間中 サービス利用中 

ケアマネジメント開

始月のみ（要介護

移行時） 

令和 7 年４月 差し替え 

－21－ 

資料５－３ 



７図表 介護予防ケアマネジメント実施時期について (例 介護予防ケアプラン期間が１年の場合の考え方)      〇：必須   △：必要に応じて実施 

 
 
※１ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上または、障害高齢者の日常生活自立度Ａ以上の方 

※２ 認知症高齢者の日常生活自立度が自立またはⅠかつ、障害高齢者の日常生活自立度が自立またはＪの方 
※３ 本人やサービス提供事業者等が集まって開催するサービス担当者会議は省略可能だが、サービス開始にあたって必要な情報の共有など、関係期間との連携を図る。 

※４ 事業所からの報告の確認含む。サービス提供期間中にサービス利用後のインフォーサービス等の提案を行う等。本人の体調不良等の場合は継続利用の可否も含め、 

必要に応じて訪問し判断する。 

類型 必要なプロセス サービス種別  
サービス 

提供前 

サービス 

提供 

開始月 

２月目 

(翌月) 
３月目 4 月目 5 月目 6 月目 7 月目 8 月目 9 月目 

10 

月目 

11 

月目 

12 

月目 

(評価月) 

介護予防支援 

 

ケアマネジメント

従来型 

 

原則的なケアマネ

ジメント 

 

※介護予防支援業務にかか

る運営基準に準ずる 

■アセスメント 

■ケアプラン原案作成 

■サービス担当者会議 

 ⇒利用者への説明・同意 

 ⇒ケアプラン確定・交付 

■モニタリング 

■評価 

■予防給付 

サービス 

 

■介護予防 

訪問サービス 

 

■介護予防通所

サービス※１ 

サービス 
担当者会議 

○            ○ 

モニタリング 
(記録含む) 

— ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内、訪問 —  
 

 

 

 

 
  

 
  

 

  
 

ケアマネジメント

簡易型 

 

簡略化したケアマ

ネジメント 

 

■アセスメント 

■ケアプラン原案作成    

■サービス担当者会議 

または、連絡・連携 

 ⇒利用者への説明・同意 

 ⇒ケアプラン確定・交付 

■モニタリング 

■評価 

 

■生活支援 

訪問サービス 

 

■介護予防通所 

サービス※２ 

 

サービス 

担当者会議 
○             △※３ 

 

 

モニタリング 

—   
 

○ 
  

 

○ 
  

 

○ 
  

 

○ 

内、訪問 —  
 

 

 

 

 

   

 

○ 

    

  

 

○ 

■アセスメント（KCL） 

■目標シート（本人） 

■事業所との連携、モニタリ

ング 

■評価 

■フレイル 

改善通所 

サービス 

 

サービス 

担当者会議 
 △※３      （評価月） 

 
モニタリング —       

内、訪問 —       

ケアマネジメント

セルフ型 

 

初回のみのケアマ

ネジメント 

■アセスメント（KCL） 

■目標シート（本人） 

■住民主体 

訪問サービス 

 

■一般介護 

予防事業 

サービス 
担当者会議 

 △※3 
 ①あんしんすこやかセンターがアセスメントを行い、結果や今後の取り組みについて説明。 

②利用者はセルフケアマネジメントによって、住民主体訪問サービスや一般介護予防事業を利用する。 

■サービス導入後は、名簿等の簡易な利用者管理を行うなど工夫をする。 

■サービス担当者会議およびモニタリングは不要だが、利用者の状況に変化があった際に、本人・ 

家族、サービス提供者等から、あんしんすこやかセンターに連絡が入るよう、体制を整えておくこと。 

モニタリング —  

内、訪問 — 
 

← 前回訪問から三月以内に訪問 → ←１回訪問→ 

－
37

－
 

令和７年４月差し替え 

テレビ電話等 

可

○ ○ 

〈例〉 〈例〉 〈例〉

○ 
テレビ電話等 

可 

○ 

〈例〉 

定期的な活動状況の把握（必要時訪問） 

← 前回モニタリングから三月以内にモニタリング → 

資料５－４ 

6 月目を基本とし、その前後の月も可 
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神戸市 市民福祉調査委員会 介護保険専門分科会 企画・調査部会 

 総合事業サービスワーキンググループ委員名簿 （敬称略、五十音順） 

 
   

 

 明石 隆行 種智院大学人文学部社会福祉学科教授 

 
 足立 泰美 甲南大学経済学部経済学科教授 

 
 植野 礼子 一般社団法人神戸市ケアマネジャー連絡会世話人 

 

 大浦 由紀 神戸市シルバーサービス事業者連絡会副会長 

  

 大貫 智彦 一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟副理事長 

  

 宗政 美穂 
特定非営利活動法人 

福祉ネットワーク西須磨だんらん事務局長 

  
計６名  
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神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱 

平成１２年７月１１日 

分 科 会 決 定 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会運営要綱（平成１２年４月１８日決定）第９

条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会（以下「専門分科会」

という。）の運営に関し必要な事項について定める。 
（部会） 

第２条 専門分科会に、次の部会を設置する。 
（1）企画・調査部会 定数１０名以内 
（2）サービス研究会 定数１５名以内 
（3）地域密着型サービス運営委員会 定数１５名以内 
２ 第 1 項の各号に掲げる部会の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 
３ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、分科会長が指名する。 
４ 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員及び臨時委員の互選によって定める。 
５ 部会長は、その部会の会務を総理する。 
６ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員及

び臨時委員が､その職務を代理する。 
７ 部会は、部会長が招集する。 
８ 部会は、部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開催することが

できない。 
９ 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の

決するところによる。 
１０ 部会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 
（関係者の出席） 

第３条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 
（代表幹事及び幹事） 

第４条 専門分科会及び部会に代表幹事及び幹事を置く。 
２ 代表幹事及び幹事は、市職員のうちから分科会長が指名する。 
３ 代表幹事及び幹事は、専門分科会及び部会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐す

る。 
（庶務） 

第５条 部会の庶務は、保健福祉局高齢福祉部介護保険課において処理する。 
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（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会が定める。 

 附 則 

この要綱は、平成１２年７月１１日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１３年７月１９日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年２月１１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年２月９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１７日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年２月１０日より施行する。 

 

 

別表（第２条関係） 

 

部会の所掌事務 

 

１ 企画・調査部会 

（1）介護保険事業計画の点検及びそれに必要な調査の実施に関すること 

（2）介護保険事業計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（3）高齢者保健福祉計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（4）新しい介護予防・日常生活支援総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要なこと 

 

２ サービス研究会 

介護サービスの質の向上に関すること 

 

３ 地域密着型サービス運営委員会 

(1) 地域密着型サービスの指定基準に関すること 

(2) 地域密着型サービスの指定、指定拒否及び指定取消に関すること 

 (3) 地域密着型サービスの介護報酬に関すること 
(4) その他、地域密着型サービスの円滑な運営に関して必要と認められること 
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神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 
ワーキンググループ設置要綱 

平成２７年５月２８日 
企画・調査部会決定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱（平成１２年

７月１１日決定）第６条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会

企画・調査部会ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）の設置及び運

営に関し必要な事項について定める。 

（ワーキンググループ） 

第２条 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けて必要な検討を行うため、企

画・調査部会に、次のワーキンググループを設置する。 

（1）総合事業サービスワーキンググループ 定数１０名以内 

（2）ケアマネジメント検討ワーキンググループ 定数１０名以内 

２ 第 1 項の各号に掲げるワーキンググループの所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ ワーキンググループに属すべき委員及び臨時委員は、部会長が指名する。 

４ ワーキンググループに座長を置き、座長は、ワーキンググループに属する委員及び臨時委

員の互選によって定める。 

５ 座長は、そのワーキンググループの会務を総理する。 

６ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員及び臨時

委員が､その職務を代理する。 

７ ワーキンググループは、座長が招集する。 

８ ワーキンググループは、ワーキンググループに属する委員及び臨時委員の過半数が出席し

なければ会議を開催することができない。 

（関係者の出席） 

第３条 座長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループに関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第４条 ワーキンググループの庶務は、保健福祉局高齢福祉部介護保険課において処理する。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、

ワーキンググループが定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月２９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年８月１０日より施行する。 



 
参考資料 3 

別表（第２条関係） 

 

ワーキンググループの所掌事務 

 

１ 総合事業サービスワーキンググループ 

（1）総合事業で実施するサービスの基準、単価、利用者負担等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要と認められること 

 

 

２ ケアマネジメント検討ワーキンググループ 

（1）総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに必要なプロセス、アセスメントツール、

様式等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに関して必要と認められること 

 



 
 

 

 

令和４年度第２回総合事業サービスワーキンググループにおける主なご意見 

（令和４年 10 月４日開催） 
 

１．通所サービスの利用者負担の見直しについて 

内容：通所サービスの利用者負担の見直しについて、「短時間型デイサービ

ス単価設定」「入浴加算設定」「１回あたり単価設定」の３つのパター

ンによる見直し案を提示した。 

・他都市と比較してというが、神戸市の現状として、この先にどの程度全体

の報酬を抑えていかなければいけないのかというところから説明してほし

い。具体的に削減しなければいけない額を知りたい。 

・提示された 1 回あたり単価設定の案で計算すると６割程度の減になる。他

都市を見てもここまでの削減率はあまりない。そこまでやる必要があるの

か。この方たちが全て要介護になっていくことを想定してもらわなければ

いけない。事業所はこの報酬ではこれまでどおりには頑張れなくなる 

→（事務局）１回あたり単価設定で示した案は、入浴なし・送迎なしの前提。

240 単位というのは他都市で導入している事例はある。 

・既に送迎は包括報酬で減算されている。 

・シル連のアンケートでは 95％が送迎を実施している。 

→（事務局）介護度が軽度の方なので、必ずしも送迎することがその人にと

ってよいことなのか、といったところもある。 

・神戸市のＣ型サービスは非常に重要な役割を果たすサービスだと思うが、

このサイクルの中にあるべきものではないと思う。どちらかと言えば小さ

いサイクルの中に入るもの。送迎なしになるのであれば、短時間型デイサ

ービス単価設定とＣ型では何の違いがあるのか。 

・Ｃ型サービスの実施場所は、バスに乗って行かないといけないなどで、行

くのをためらわれたりとかされる方は多いのではないか。気軽に行けると

いう感じではないような印象がある。 

→（事務局）Ｃ型サービスは、全市 13 ヶ所で実施。サービス全体で効果は出

ているが、サービスが終了した後、本来であれば地域のつどいの場等に参

加し、ご自身でフレイル予防・介護予防に取り組んでいただくところ、中々

その受け皿がなかったり、受け皿に中々繋がらないという課題はある。 

→（事務局）今回のご意見を踏まえ、利用者が個々の状態に応じたサービス

を選択して利用でき、事業者にとってもサービスが提供し続けられるよう、

激変緩和措置の手法も視野に入れ、検討したい。 


